
Q1Q1 平成２3年度から農業者戸別所得補償制度が本格実施されますが、「米の所得補償交
付金」の対象農業者は、どのように規定されているのですか？
①対象農業者について、「米の生産数量目標に即して生産を行った販売農家又は集落営農とする」と規定
されております。このうち、販売農家については、販売目的で農産物を生産する農家であれば、収量減に
よる販売収入の減少に備えて農作物（水稲）共済に加入していると考えられることから、水稲共済加入
者とすることとしております。具体的には、組合共済規程で定めた期日（５月１５日）までに水稲共済細目
書異動申告票に捺印のうえ、農業共済組合に提出していただくことになります。

②集落営農については、農業共済資格団体として加入していただくことにより、「米の所得補償交付金」の
交付対象面積は、組織全体の主食用米作付面積から１０a控除となります。

Q2Q2
農業共済資格団体とはどのような加入形態ですか？
　集落営農組織単位（農業共済資格団体）として農業共済に加入していただくことになりますが、事前に
組織規約（設立目的、構成員資格のほか、農業共済への加入、共済掛金の分担、共済金の配分方法など
の取り決めを含む。）、組織口座、構成員が組合区域内に住所を有することなど、組合では農業共済資格
団体としての加入要件を確認させていただきます。
　農業共済資格団体として加入した場合、共済細目書は資格団体に集約され、共済掛金も農業共済資格
団体として負担していただくこととなり、損害評価も農業共済資格団体として共済減収量・生産金額の減
少額が算定されることになります。

Q3Q3 農業共済資格団体で加入した場合、無事戻金を受け取れなくなるのでは？
①これまで個人で無事戻金を受け取ってきた場合で、新しく集落営農組織を立ち上げ農業共済資格団
体、法人で加入した場合は、それまでの個人とは別人格となるため、無事戻金の支払を受けることがで
きなくなります。

②しかしながら、こうしたことが集落営農化・法人化推進の妨げになることから、組合の自主的な判断に
よって、総代会の議決を経たうえで無事戻金相当額を「集落営農等推進費」としてお支払しております。

Q4Q4平成23年度から農業者戸別所得補償制度が本格実施されますが、麦・大豆共済制度と
どのように関わっているのですか？
　これまでの水田経営所得安定対策では、過去実績として緑ゲタ７割と当年産の生産量として黄ゲタ３割
の組み合わせで生産コストを賄う仕組みでしたが、農業者戸別所得補償制度では数量払を基本とした仕
組みに切り替えたことにより、より品質の良いものを作り、より収量を上げれば、これまで以上に交付金が
交付されることになります。

　一方で、自然災害等で収量が減少した場合には、畑作物の交付金は少なくなります。こうしたことに対
応し、麦・大豆共済制度は補償内容を拡充させ、加入方式に応じて数量払の最高９割まで補償されるよう
措置されましたので、農業者戸別所得補償制度とNOSAI制度にセットで加入することで、安心して営農に
取り組むことができます。

Q7Q7
衛星画像を使用した水稲共済の損害評価が検討されているそうですが？
　平成21年度から、人工衛星が撮影した画像により水稲の収穫量を把握するための調査を行っておりま
す。現行の検見調査に代わるものとして期待されております。農家数の減少等により損害評価員として協
力をいただける方が年々少なくなっていることや、農家のみなさんから科学的な損害評価方法への要望
が寄せられていることなどを踏まえ、これまでの研究段階を経て、実用化に向け一定のメドが付いたことか
ら取り組むこととなりました。（平成23年度、24年度は事業を中断します。）

Q5Q5
農業者戸別所得補償制度の本格実施等により、集落営農の組織化が進められておりま
すが、組織としてNOSAIに加入することはできますか？
　これらの加入対象となる特定農業団体及びこれと同様の要件を満たす組織（特定農業団体等）は、「組
織」として営農活動を行っていることから、NOSAIには「農業共済資格団体」として組織単位で加入してい
ただくことになります。これは、法人格を有しなくとも農業生産組織を単位とした加入の促進を図るため、
法人化するまでの過渡期と捉え、共済掛金、共済金等の金銭の授受について組織で一元的に行うこと等
を要件として加入することができます。

Q6Q6水稲の被害調査は検見調査ではなく、全て実測調査にできないのですか？
　検見調査は、収穫前の短期間に数多くのほ場を調査できる手法として現在のところ最も合理的な方法
であり、実測調査はより精度の高い損害評価方法ですが、刈取り・脱穀・調製・計量などの作業が必要にな
るため時間と手間がかかります。また、限られた損害評価員体制では大きな災害時に被害のあった全筆実
測調査は難しいのが現状です。
　したがって、現在は、調査精度と短期間での処理能力を考えて、被害ほ場の全筆調査（悉皆調査）は検
見調査を、その検見調査の損害評価地区、損害評価班の均衡を図るための抜取調査として実測調査を適
用しています。なお、本県では、悉皆調査の一部に*簡易実測調査を取り入れ、被害実態に即した収穫量の
把握に取り組んでおります。
＊簡易実測調査：ほ場で刈り取った生籾重から10ａ当たりの単収を推定する調査方法

質問にお答えします。質問にお答えします。

QQ AA&
NOSAI岩手ホームページ［http://www.nosai-iwate.or.jp］にも紹介しております。NOSAI岩手ホームページ［http://www.nosai-iwate.or.jp］にも紹介しております。

参考資料：
“農業共済新聞ひとくちメモ”などより
参考資料：
“農業共済新聞ひとくちメモ”などより
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Q11Q11

Q10Q10

Q9Q9

危険段階別共済掛金率とは、どのようなものですか？
　組合員のみなさんからご負担していただいている共済掛金は、組合ごとに過去一定期間の金額被害率
（支払共済金÷共済金額）をもとに算出されており、原則として、同じ組合の組合員であれば、過去にどの
ような被害を受けたかに関係なく同じ共済掛金率が適用されます。しかしながら、組合の区域が広域化さ
れ被害態様、栽培技術も異なることから同じ共済掛金率でよいのか、という意見や要望に応えたものが危
険段階別共済掛金率です。
　組合内一律の共済掛金率を細分化し、農家個々若しくは地域ごとの被害、共済金の受け取り状況に応
じて共済掛金率を定めようとするものです。
　本県では、農作物・家畜共済は全組合、果樹（りんご）・園芸施設共済は一部組合で実施しております。

Q14Q14

Q12Q12

Q13Q13分割評価とはどのようなものですか？
　農作物共済、果樹共済、畑作物共済の損害評価において、肥培管理の粗放又は不行届き、病害虫防除
の不適切その他共済事故以外の原因によると認められる減収量があった場合には、共済事故以外の原因
による減収量と共済事故による減収量とを分けて評価します。これを分割評価と呼んでいます。分割評価
の結果、共済事故以外の原因によって発生した減収（分割減収量）は、減収量として取扱わないこととして
います。

飼養している家畜が病気やケガなどで獣医師による診療を受けた場合、共済金はどの
ような形で支払われるのですか？
　共済事故による診療を受けた場合は、初診料等を除いて、その農家の※病傷給付限度額まで無料で診
療を受けられますが、診療を受けた獣医師によって方法が異なります。
①組合家畜診療所獣医師の場合は、診療にかかった分について共済金が支払われたものとして限度額か
ら差し引かれます。
②嘱託獣医師（組合が他団体と契約）の場合も、組合家畜診療所獣医師と同様に扱われます。
③指定獣医師（組合が個人開業と契約）の場合は、診療を受けたことを当該獣医師から組合に連絡され、
当該獣医師が農家から共済金の代理受領委任を受ければ、診療費に相当する額が組合から獣医師に
直接支払われます。

※病傷給付限度額：加入いただいた共済金額等に応じて設定され、その範囲内であれば共済事故による診療につい
ては無料となります。ただし、通常の健康検査や妊娠鑑定、去勢、通常分娩の助産、給付できない医薬品代等につい
ては共済金支払対象外となります。

台風による施設被害を最小に抑えるために、組合に相談せずに被覆材を切断しました。
その後台風が直撃し、施設内農作物が被害に遭いました。この場合は、被覆材、施設内
農作物は共済金支払対象になるのでしょうか？
　組合に無断で被覆材を切断した場合は、基本的に共済金支払対象事故とはなりません。ただし、夜間あ
るいは、停電等で組合と連絡が取れなかった場合などは、被害を最小限に食い止めるために、必要かつ最
善の方法であると組合等が判断した場合に限り認められます。組合には早めにご連絡願います。

Q&AQ&A

Q15Q15
組合で剰余金が生じた場合、または不足金が生じた場合はどうなるのですか？
　剰余金は、組合ごとに将来の共済金の支払いなどに備えて積み立てられ、共済金支払い財源に不足が
生じた時には積立金を取り崩すことになります。
　積立金は、組合員の共有財産として共済事業ごとに積み立てており、使い途はNOSAI法で厳しく規制
され、共済金支払いのほか無事戻し金の支払い、病害虫防除などの損害防止事業などを通じて組合員の
みなさまに還元することになっております。

免責はどういう場合に対象となるのですか？
　一定の事由によって生じる損害については、組合はてん補の責任を免れることができるとされています
（共済金を支払わないこと）。
　組合には、共済事業を円滑に運営していくため、組合員のみなさまが義務を履行されるよう、義務違反
に対して一定の免責措置が認められております。免責は、組合員が義務違反した部分に対応してこれを行
うことができ、義務違反の状況について共済金の全部又は一部について免責を行うことができます。また、
その程度は組合において決定します。
　共済金の主な免責事由は次のとおりです。
①損害防止義務に対する違反･･･通常すべき損害防止義務違反
②損害防止の処置の指示に対する違反･･･組合の処置指示違反
③損害発生通知義務に対する違反
④共済加入時において、悪意又は重大な過失によって通知せず、又は不実の通知をした場合
⑤植物防疫法の規定に違反した場合
⑥保険法に規定する免責事由（保険契約者や被保険者の故意または重大な過失によって損害が生じた
場合。）

被害が心配な一部の圃場やケガや病気が心配な一部の家畜だけの加入ができれば掛
金も安くなると思いますが？
　NOSAI制度では、経営している作物や樹種、飼養する家畜の種類ごとに、すべて加入いただくことに
なっています。一部の圃場だけ、あるいは一部の家畜だけの加入となると、被害を受けやすい圃場、家畜ば
かりが加入する心配があり、被害率が上昇し、ひいては掛金の上昇につながる恐れがあるからです。
　なお、果樹共済の樹園地単位方式や農作物共済・大豆共済の一筆方式につきましては、これは損害を
把握する単位が樹園地単位または一筆単位ということであって、樹園地又は一筆の一部のみ加入できる
わけではありません。

Q8Q8 家畜共済に加入したら、飼養家畜に異動があった場合にはNOSAIに速やかに異動報告
を行うよう説明を受けましたがなぜですか？
　死亡・廃用事故が発生した場合、事故発生直前での補償割合（補償額÷家畜の評価額の合計）によって
共済金を計算しています。正しい共済金を計算するため、NOSAIでは常に家畜の飼養状況を把握する必
要がありますので速やかな異動報告をお願いいたします。
　なお、異動報告が適正に行われなかったために死廃事故共済金に過払いが生じた場合には、過払い分
の共済金を返還させていただきますのでご注意願います。
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Q11Q11

Q10Q10

Q9Q9

危険段階別共済掛金率とは、どのようなものですか？
　組合員のみなさんからご負担していただいている共済掛金は、組合ごとに過去一定期間の金額被害率
（支払共済金÷共済金額）をもとに算出されており、原則として、同じ組合の組合員であれば、過去にどの
ような被害を受けたかに関係なく同じ共済掛金率が適用されます。しかしながら、組合の区域が広域化さ
れ被害態様、栽培技術も異なることから同じ共済掛金率でよいのか、という意見や要望に応えたものが危
険段階別共済掛金率です。
　組合内一律の共済掛金率を細分化し、農家個々若しくは地域ごとの被害、共済金の受け取り状況に応
じて共済掛金率を定めようとするものです。
　本県では、農作物・家畜共済は全組合、果樹（りんご）・園芸施設共済は一部組合で実施しております。

Q14Q14

Q12Q12

Q13Q13分割評価とはどのようなものですか？
　農作物共済、果樹共済、畑作物共済の損害評価において、肥培管理の粗放又は不行届き、病害虫防除
の不適切その他共済事故以外の原因によると認められる減収量があった場合には、共済事故以外の原因
による減収量と共済事故による減収量とを分けて評価します。これを分割評価と呼んでいます。分割評価
の結果、共済事故以外の原因によって発生した減収（分割減収量）は、減収量として取扱わないこととして
います。

飼養している家畜が病気やケガなどで獣医師による診療を受けた場合、共済金はどの
ような形で支払われるのですか？
　共済事故による診療を受けた場合は、初診料等を除いて、その農家の※病傷給付限度額まで無料で診
療を受けられますが、診療を受けた獣医師によって方法が異なります。
①組合家畜診療所獣医師の場合は、診療にかかった分について共済金が支払われたものとして限度額か
ら差し引かれます。
②嘱託獣医師（組合が他団体と契約）の場合も、組合家畜診療所獣医師と同様に扱われます。
③指定獣医師（組合が個人開業と契約）の場合は、診療を受けたことを当該獣医師から組合に連絡され、
当該獣医師が農家から共済金の代理受領委任を受ければ、診療費に相当する額が組合から獣医師に
直接支払われます。

※病傷給付限度額：加入いただいた共済金額等に応じて設定され、その範囲内であれば共済事故による診療につい
ては無料となります。ただし、通常の健康検査や妊娠鑑定、去勢、通常分娩の助産、給付できない医薬品代等につい
ては共済金支払対象外となります。

台風による施設被害を最小に抑えるために、組合に相談せずに被覆材を切断しました。
その後台風が直撃し、施設内農作物が被害に遭いました。この場合は、被覆材、施設内
農作物は共済金支払対象になるのでしょうか？
　組合に無断で被覆材を切断した場合は、基本的に共済金支払対象事故とはなりません。ただし、夜間あ
るいは、停電等で組合と連絡が取れなかった場合などは、被害を最小限に食い止めるために、必要かつ最
善の方法であると組合等が判断した場合に限り認められます。組合には早めにご連絡願います。

Q&A

Q15Q15
組合で剰余金が生じた場合、または不足金が生じた場合はどうなるのですか？
　剰余金は、組合ごとに将来の共済金の支払いなどに備えて積み立てられ、共済金支払い財源に不足が
生じた時には積立金を取り崩すことになります。
　積立金は、組合員の共有財産として共済事業ごとに積み立てており、使い途はNOSAI法で厳しく規制
され、共済金支払いのほか無事戻し金の支払い、病害虫防除などの損害防止事業などを通じて組合員の
みなさまに還元することになっております。

免責はどういう場合に対象となるのですか？
　一定の事由によって生じる損害については、組合はてん補の責任を免れることができるとされています
（共済金を支払わないこと）。
　組合には、共済事業を円滑に運営していくため、組合員のみなさまが義務を履行されるよう、義務違反
に対して一定の免責措置が認められております。免責は、組合員が義務違反した部分に対応してこれを行
うことができ、義務違反の状況について共済金の全部又は一部について免責を行うことができます。また、
その程度は組合において決定します。
　共済金の主な免責事由は次のとおりです。
①損害防止義務に対する違反･･･通常すべき損害防止義務違反
②損害防止の処置の指示に対する違反･･･組合の処置指示違反
③損害発生通知義務に対する違反
④共済加入時において、悪意又は重大な過失によって通知せず、又は不実の通知をした場合
⑤植物防疫法の規定に違反した場合
⑥保険法に規定する免責事由（保険契約者や被保険者の故意または重大な過失によって損害が生じた
場合。）

被害が心配な一部の圃場やケガや病気が心配な一部の家畜だけの加入ができれば掛
金も安くなると思いますが？
　NOSAI制度では、経営している作物や樹種、飼養する家畜の種類ごとに、すべて加入いただくことに
なっています。一部の圃場だけ、あるいは一部の家畜だけの加入となると、被害を受けやすい圃場、家畜ば
かりが加入する心配があり、被害率が上昇し、ひいては掛金の上昇につながる恐れがあるからです。
　なお、果樹共済の樹園地単位方式や農作物共済・大豆共済の一筆方式につきましては、これは損害を
把握する単位が樹園地単位または一筆単位ということであって、樹園地又は一筆の一部のみ加入できる
わけではありません。

Q8Q8 家畜共済に加入したら、飼養家畜に異動があった場合にはNOSAIに速やかに異動報告
を行うよう説明を受けましたがなぜですか？
　死亡・廃用事故が発生した場合、事故発生直前での補償割合（補償額÷家畜の評価額の合計）によって
共済金を計算しています。正しい共済金を計算するため、NOSAIでは常に家畜の飼養状況を把握する必
要がありますので速やかな異動報告をお願いいたします。
　なお、異動報告が適正に行われなかったために死廃事故共済金に過払いが生じた場合には、過払い分
の共済金を返還させていただきますのでご注意願います。
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